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宝
永
元
年
の
手
賀
沼
絵
図
が
描
か
れ
た
背
景
と
絵
図
の
解
析
で

分
か
っ
た
こ
と 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

手
賀
沼
と
松
ヶ
崎
城
の
歴
史
を
考
え
る
会 

 

江
戸
時
代
、
手
賀
沼
で
捕
れ
る
魚
や
水
鳥
は
、
沿
岸
に
住
む
住
民
の
貴
重
な
生
活

の
糧
、
収
入
源
で
、
各
村
は
そ
の
漁
猟
場
を
守
る
こ
と
に
腐
心
し
て
い
ま
し
た
。 

元
禄
十
五
年
（
一
七
〇
二
）
に
は
、
従
来
か
ら
入
会
権
を
も
っ
て
漁
業
を
営
ん
で

き
た
手
賀
村
、
片
山
村
、
布
瀬
村
の
三
ヶ
村
が
手
賀
沼
入
会
の
排
他
的
漁
業
権
を
主

張
し
た
の
に
対
し
、
手
賀
沼
新
田
、
沖
田
村
、
新
木
村
、
柏
市
域
の
戸
張
村
な
ど
が

沿
岸
二
十
五
ヶ
村
の
権
利
を
主
張
し
、
評
定
所
の
裁
可
を
仰
ぐ
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

評
定
所
で
は
、
川
役
銭
や
舟
運
上
と
い
っ
た
税
の
納
付
状
況
を
調
べ
た
結
果
、
手
賀

村
、
片
山
村
、
布
瀬
村
の
三
ヶ
村
に
加
え
て
、
新
た
に
、
泉
村
、
鷲
谷
（
鷲
野
谷
）

村
、
岩
井
村
、
箕
輪
村
、
芝
原
村
、
我
孫
子
村
、
広
山
村
、
発
作
村
の
八
ヶ
村
、
計

十
一
ヶ
村
の
入
会
漁
業
権
が
認
め
ら
れ
ま
し
た
（
資
料
１
）。 

 

し
か
し
、
大
井
村
は
領
主
に
手
賀
沼
で
の
漁
業
に
関
わ
る
税
を
納
め
て
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
何
か
の
事
情
で
申
出
を
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
た
め
、
元
禄
十
五

年
の
入
会
漁
業
権
の
裁
許
に
漏
れ
る
結
果
と
な
り
、
後
に
な
っ
て
大
井
村
単
独
で
、

手
賀
村
な
ど
三
ヶ
村
を
訴
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
そ
の
訴
え
の
証
拠
と
し
て

宝
永
元
年
（
一
七
〇
四
）
に
測
量
さ
れ
絵
師
に
描
か
せ
た
の
が
、
別
紙
の
宝
永
絵
図

で
す
。 

結
果
的
に
は
、
大
井
村
の
主
張
が
認
め
ら
れ
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
資
料
２
の
『
宝

永
元
年
九
月 

大
井
村
沼
入
会
漁
業
に
つ
き
達
書
』
に
「
手
賀
三
ヶ
村
二

相
尋
處
手
賀

沼
之
外
致
漁
猟
沼
無
之
旨
申
候
」
と
あ
る
よ
う
に
、
訴
え
ら
れ
た
当
事
者
で
あ
る
三

ヶ
村
が
大
井
村
は
手
賀
沼
で
漁
を
す
る
以
外
に
は
漁
場
が
な
い
と
証
言
し
た
こ
と
が

決
定
的
で
し
た
。
一
方
、
大
井
村
は
「
先
年
争
論
之
節
大
井
村
不
申
出
段
不
念
候
」

（
以
前
の
争
論
の
際
に
申
し
出
な
か
っ
た
の
は
不
行
届
き
で
あ
る
）
と
叱
ら
れ
て
い

ま
す
。 

 

な
お
、
絵
図
を
詳
し
く
解
析
す
る
と
、
明
治
時
代
後
半
の
二
万
分
の
一
図
と
比
較

し
て
、
宝
永
元
年
の
手
賀
沼
絵
図
に
記
入
さ
れ
た
田
畑
な
ど
の
外
周
部
は
、
手
賀
沼

を
大
き
く
囲
む
外
周
道
路
に
ほ
ぼ
一
致
し
ま
し
た
。
ま
た
二
万
分
の
一
図
と
比
べ
た

縮
尺
は
、
全
体
で
約
９
２
％
、
大
井
村
を
含
む
上
沼
部
分
で
約
９
５
％
、
布
瀬
村
な

ど
が
面
す
る
下
沼
部
分
が
約
８
８
％
で
、
故
意
に
大
井
村
は
広
い
沼
地
を
抱
え
て
い

る
と
主
張
し
よ
う
と
し
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。 

   
 

                     手賀沼絵図の実測結果について      

 柏市教育委員会所蔵の宝永元年手賀沼絵図に記入の各種用途

（田･畑･水面など）の範囲外周部は、明治時代後半の正式２万分の

１図（以下正式図と呼ぶ）にほとんどの場所で、手賀沼を大きく囲

む外周道路として残っている｡宝永図に縮尺が明記（100間に付き 7

分宛て≒8571分の 1）されていることから、宝永図を実測し正式図

上の距離と比較した。 

      
 

測定方法：宝永図の原寸ｺﾋﾟｰ・原図のｽｹｰﾙによる歩当り 

区域を３つに分ける。（図一１参照）        ， 

Ⅱ:手賀沼北岸の沖田村から布佐村にかけての区域                 

Ⅲ:手賀沼南岸の亀成村から名内村にかけての区域 

Ｉ：Ⅱ及びⅢ以外の残りの区域 

測定結果：正式図上の距離を 100として宝永図上では下記の通り。 

全体  平均 92.4 

区域Ｉ 平均 95.1 区域Ⅱ 平均 87.9 区域Ⅲ 平均 88.6 

→ 区域ⅡⅢで誤差大きく、区域Ⅰで調整：意図的な作成と推定 
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資
料
１ 

元
禄
十
五
年
四
月 

手
賀
沼
入
会
漁
業
裁
許
状 

 

下
総
国
相
馬
郡
手
賀
村
布
瀬
村
片
山
村
与

同
国
手
賀
沼
新
田
沖
田
村
新
木
村
中
里
村 

市
部
村
岡
保
戸
村
戸
張
村
沼
論
之
事
三
ヶ
村
百
姓
訴
趣
古
来
川
高
二

入
年
貢
令
収
納
候
、 

然
ニ

七
ヶ
村
之
着
為
入
会
旨
申
掠
由
申
之
、
七
ケ
村
百
姓
答
候
ハ

手
賀
沼
廻
り
弐
拾
五 

ヶ
村
不
残
入
会
之
旨
申
之
遂
糺
明
處
三
ヶ
村
ハ

川
高
ニ

入
候
段
無
紛
、
弐
拾
五
ヶ
村
之 

内
泉
村
鷲
谷
村
岩
井
村
蓑
輪
村
芝
原
村
我
孫
子
村
広
山
村
ハ

川
役
銭
之
割
付
書
ニ

載 

之
、
新
田
発
作
村
ハ

三
拾
年
以
前
新
田
取
立
之
二

付
舟
運
上
出
之
漁
猟
致
来
段
分
明
ニ 

候
、
然
上
ハ

役
銭
出
来
八
ヶ
村
茂

三
ヶ
村
同
前
ニ

弥
入
会
漁
業
可
政
之
、
自
余
村
々
ニ 

切
不
可
人
二

仍
為
後
證
双
方
江

書
下
者
也 

 
 

 

元
禄
十
五
年
壬

午

四
月
十
四
日 
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飛
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永
伊
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松
日
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青
播
磨 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

（
大
井
・
石
原
貞
昭
家
文
書
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資
料
２ 

宝
永
元
年
九
月 

大
井
村
沼
入
会
漁
業
に
つ
き
達
書 

 

今
度
大
井
村
之
者
手
賀
沼
江

入
来
由
訴
出
候
、
遂
糺
明
處
大
井
村
沼
運
上
年
々
地
頭
割 

付
二

載
之
候
、
手
賀
三
ヶ
村
二

相
尋
處
手
賀
沼
之
外
致
漁
猟
沼
無
之
旨
申
候
、
先
年
争 

論
之
節
大
井
村
不
申
出
段
不
念
候
得
共
割
付
二

有
之
上
ハ

證
拠
歴
然
ニ

候
間
、
大
井
村
茂 

手
賀
沼
二
而

如
前
々
入
会
漁
猟
可
致
之
者
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宝
永
元
年
甲

申

九
月
廿
五
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（
大
井
・
石
原
貞
昭
家
文
書
） 

当
解
説
は
、
二
〇
〇
五
年
当
会
作
成
資
料[

企
画
：
中
津
川
督
章
氏
、
制
作
：
山
田
宏
氏]

を
短
縮
、
改
訂
し
た
も
の
で
す 

 


